
平成２４年度大真奨学金奨学生募集要項 

 

この奨学金は(株)大真の CSR 事業部が外部有識者とともに、「今後の日本を担う世界で活躍する

若者を育成・応援する」ことを目的に創設いたしました。 

当奨学金は、留学の希望を持っておられまた十分な努力が認められる日本の学生に海外で真面目

に勉学していただく経験を通じて、国際社会の一員としての感覚を培ってもらい、結果的に我が 

国の国際社会での立場向上などを推進することを目的としています。 

 

１．留学先 

  海外の大学又は大学院 

 

２．期間 

１年間（平成２４年９月から平成２５年３月までの間に海外の大学又は大学院に入学するこ

と） 

 

３．募集人数 

  １名～数名（該当者無しの場合もあります） 

 

４．奨学金 

海外の大学又は大学院の１年間の学費の一部（原則として直接大学又は大学院の指定口座へ

直接送金します） 

 

５．応募資格 

  以下全ての要件を満たすこと。 

（１）応募時点の年齢が２０歳以上２４歳以下の者 

（２）TOEFL iBT の成績が８０点相当以上の者 

＊当奨学金の支給は、面接時にお聞きする海外の大学又は大学院に合格することが前提とな

ります。したがって、希望された大学又は大学院によってはその他の試験等の成績などの

資格も要求される場合があります。 

  （３）過去に当奨学金を利用したことがない者 

  （４）応募時点において現に留学中でない者 

 

６．希望する人物 

  （１）英語など語学能力を向上させる強い意欲のある者 

  （２）我が国と諸外国との友好関係の推進に深い理解を示すことができる者 

  （３）我が国の歴史・文化・地理さらに最近の問題等に関して一定の知識を有し、我が国の 

素晴らしさを外国人に伝える意欲を持っている者 

（４）留学に対して熱意を持ち、適応力・自主性に秀で、分別、独立心があり、誠実かつ目 

的意識のはっきりしている者 

  （５）健康状態の良好な者 

 

７．奨学生の果たすべき義務 

（１）奨学生は、海外の大学又は大学院に在学する全期間を通じて、定められたコースを修

了すべく勤勉に勉学に専念しなければならない 

（２）奨学生は、毎月一回、当奨学金に対し、所定の書式による報告書を提出しなければな

らない。 

 

 

 



８．奨学金の返還義務 

一切返還を要しない。但し、以下の場合には、奨学金の支給を停止し、又は支給済みの奨学金の

返還を求める場合がある。 

  （１）当奨学金に提出した書類に虚偽があったとき。 

  （２） 前項で定めた所定の書式による報告書を提出しないとき。 

  （３）相当な理由なく、長期欠席，休学，転学又は退学したとき。 

  （４）奨学金を受けた海外の大学又は大学院から、停学、退学その他の懲戒処分を受けたと 

き。 

  （５）その他、素行が不良で、当奨学金の奨学生として適当でないと認められたとき。 

 

９．応募方法 

以下の書類を不備がないように、当奨学金の下記事務局宛てに簡易書留で送付すること。提

出書類に不備があった場合、選考対象外となる場合があります。また、提出書類は選考のた

め、当奨学金が任命した選考委員に配布されます。 

 

  （１）履歴書（詳細に記入をすること。４ x ５cm 程度の写真を添付すること。） 

  （２）大学又は大学院における学業成績証明書（和文） 

  （３）過去一年以内発行の TOEFL 成績証明書の写し 

  （４）志望動機を記した作文（形式は自由） 

  （５）健康診断書（和文。過去３か月以内のもの） 

  （６）戸籍謄本（全部事項証明書） 

  （７）推薦状２部（専門分野の学力、人物等について、学部長、教授、指導教官などから 

一部、知人、友人などから一部書いてもらうこと。形式は自由。） 

 

    大真奨学金事務局 

    ６６１－００３３ 

    兵庫県尼崎市南武庫之荘１丁目２０－５ 

    フクマツビル３F 

 株式会社大真 担当：小林 

 Email: csr@daishin-corp.com 

 

１０．応募締め切り 

   平成２３年１１月末日必着 

 

１１．選考方法 

   書類選考、筆記試験及び日本語と英語による面接。 

   その後、平成２４年１月下旬頃までに応募者全員に合否を通知します。 

 

１２．本奨学金に合格後提出すべき書類に関しては別に定める。 

 

１３．その他 

  （１）入国ビザ、渡航手続きは各自で手配すること（当奨学金支給にあたっては、ビザ交付 

を受けることが前提となります） 

（２）奨学生及びその保証人に当奨学金が定める誓約書に署名・捺印をしていただきます。 

（３）応募書類の返却はいたしませんが、選考終了後当奨学金にてすべて破棄させていただ 

きます。 

 

         以上 

 


